
UPZ内における防護措置の考え方

 全面緊急事態となった場合、放射性物質の放出前の段階において、UPZ内の住民は屋内退避を開始する。

 放射性物質の放出に至った場合、放射性ﾌﾟﾙｰﾑが通過している間に屋外で行動するとかえって被ばくのﾘｽｸが増
加するおそれがあるため、屋内退避を継続する。

 その後、原子力災害対策本部は、緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの結果を踏まえて、原子力災害対策指針で定める基準(OIL)に基
づき、空間放射線量率が基準値を超える区域を特定する。毎時500μSv超過(OIL1)の区域を数時間内を目途に特定
し、当該区域の住民を速やかに避難等（移動が困難な者の一時屋内退避を含む）させる。また、毎時20μSv超過
(OIL2)の区域を1日内を目途に特定し、同様に1週間程度内に一時移転させる。

 これらの防護措置（屋内退避や一時移転等※1）を的確に実施できる体制を整備する。

※1   一時移転等に伴い屋外に出る際は、体の表面に放射性物質が付
着したり、体内に取り入れることがないよう、ﾚｲﾝｺｰﾄやﾏｽｸを身に
つける等の対策を周知

※2 地震等により家屋における屋内退避が困難な場合は、近隣の避難
所等にて屋内退避。仮に近隣の避難所等が使用できない場合は、
使用可能な避難所等を、UPZ内外を含め選定し、避難等を実施。

屋内退避※2

UPZ内の防護措置の基本的な流れ

放射性物質の放出

全面緊急事態

１週間程度内に
一時移転

毎時20μSv超過
(OIL2)と特定された

区域
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PAZ

UPZ

PAZ内は
即時避難

UPZ内は
屋内退避

緊急時
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ

毎時500μSv超過
(OIL1)と特定された

区域

速やかに避難等
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一時移転等に備えた関係者の対応

 青森県及び関係市町村は、警戒事態で警戒体制をとり、施設敷地緊急事態で、災害対策本部に移
行。

 関係市町村は、職員配置表に基づき、対象となる各地区に職員を配置。

 青森県は、住民の一時移転等に備え、青森県ﾊﾞｽ協会にﾊﾞｽの派遣準備を要請し、船会社に旅客
船の派遣準備を要請。

青森県災害対策本部

※●●町は、今後地域防災計画を修正

ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ
（東通村防災ｾﾝﾀｰ）

六ヶ所村災害対策本部
ろっかしょ むら

東通村災害対策本部
ひがしどおりむら

野辺地町災害対策本部
の へ じ まち

むつ市災害対策本部

PAZ

UPZ

横浜町災害対策本部
よこはままち

【Ｐ】

【Ｐ】

【Ｐ】

【Ｐ】



一時移転等を行う際の情報伝達

 一時移転等の指示は、国の原子力災害対策本部から、青森県及び関係市町村に対し、TV会議ｼｽﾃ
ﾑ等を用いて伝達。

 青森県、関係市町村・機関から、住民、自治会、消防団、農協、漁協、医療機関、社会福祉施設、教
育機関等へは、防災行政無線、広報車、緊急速報ﾒｰﾙｻｰﾋﾞｽ、電話、FAX等のあらゆる情報発信手
段を活用して伝達。

電話・FAX等

住 民

原子力災害対策本部
（首相官邸）

自治会、消防団、農協、漁協、
医療機関、社会福祉施設、教育
機関 等
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TV会議ｼｽﾃﾑ等

防災行政無線、広報車、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ、ﾃﾚﾋﾞ、
ﾗｼﾞｵ、緊急速報ﾒｰﾙｻｰﾋﾞｽ 等

関係市町村
災害対策本部

青森県災害対策本部
（青森県庁）

【Ｐ】

【Ｐ】



避難所

青森市、弘前市、黒石市、

五所川原市、平内町、むつ市、

野辺地町で232施設を確保

（受入可能人数：82,285人）

UPZ内住民の一時移転等①

 国の原子力災害対策本部、青森県及び関係市町村は、住民の安全確保と一時移転等の円滑な実

施のために、実施に係る実務（避難先の準備、避難経路の確認、輸送手段の確保、避難退域時検

査及び簡易除染の実施体制、地域毎の一時移転等開始時期等）の調整を行った上で、一時移転等

を開始。
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 避難先に移動する
ための受付等を実
施

 避難先への案内
（避難所等の割り
当て）

 即時に避難先に入
れない場合の滞在
場所

一次避難施設
（六ヶ所村）

ひろさき

ご しょ が わ ら ひらない

青森県が手配した車両（ﾊﾞ
ｽ等）で避難先まで移動す
るために、一時的な集合場
所として活用

＜利用対象者＞

 自家用車避難が困難な
住民

 避難可能な在宅の避難
行動要支援者のうちﾊﾞｽ
又は福祉車両で避難す
る者

一時集合場所

自家用車避難ができる者（六ヶ所村以外）

上記市町の福祉避難所※2

又は旅館・ﾎﾃﾙ※3

（福祉避難所：227施設）

市町村は要配慮者の健康状態
を確認し、必要に応じて要配慮
者は福祉避難所等へ移動

※1

※1  六ヶ所村の住民等は、避難者ｶｰﾄﾞの受領等のため、自家用車で避難する者も一時集合場所を利用する
※2 福祉避難所には、病院や社会福祉施設が含まれている
※3  青森県と青森県旅館ホテル生活衛生同業組合（避難先の市町では約80事業者が加入）は、「災害時における宿泊施設の

提供等に 関する協定」を結び、要配慮者等の避難場所を確保している

避難元

市町村

(5市町村)

UPZ内人口
69,189人

くろいし

【Ｐ】

【Ｐ】

の へ じ
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市町村名等
※（ ）は対象人口

避 難 先
※（ ）は受入可能人数

東通村（3,938人） 青森市：13施設（3,980人） 合計 （ 3,980人）

むつ市（53,404人）

青森市：117施設（38,485人）、黒石市：20施設（7,216人）、

五所川原市：38施設（11,127人）、平内町：12施設（2,328人）

むつ市：3施設（1,906人）

合計 （61,062人）

野辺地町（42人） 野辺地町：野辺地町中央公民館（736人） 合計 （ 736人）

横浜町（4,719人） 弘前市：弘前市運動公園内4施設（5,462人） 合計 （ 5,462人）

六ヶ所村（7,086人） 弘前市：24施設（11,045人） 合計 （11,045人）

 UPZ内関係市町村の避難計画に基づき、住民の一時移転等を行う。

 万一、あらかじめ指定する避難先地域の施設が使用できない場合は、青森県の調整により、近隣地
域において代替避難先を確保し、一時移転等を実施。

UPZ内住民の一時移転等②

左記避難先に避難

できない、二次被害

等があった場合は、

「●●●」に基づき、

青森県が調整の上、

近隣地域で代替避

難先を確保（例：

●●市、●●市で

は、●●●人収容

可能）。

対象人口合計：69,189人 受入可能人数：82,285人

ひがしどおりむら

ろっかしょむら

よこはままち

の へ じ まち

ひろ さき し ひろ さき し

の へ じ まち

ひろ さき し

くろ いし し

ご し ょ が わ ら し ひらないまち

【Ｐ】

【Ｐ】

の へ じ まち



PAZ

UPZ

UPZ内住民の一時移転等③

47※（ ）は受入可能人数

（凡例）

避難元市町村

避難先市町村

弘 前 市
（16,507人）

黒 石 市
（7,216人）

五所川原市
（11,127人）

平 内 町
（2,328人）

野辺地町
（736人）

六ヶ所村

野辺地町

青 森 市
（42,465人）

東通村むつ市

横浜町
よこはままち

ひがしどおりむら

ろっかしょむら

のへじ まち

のへじ まち

ひらないまち

くろいしし

ご しょ が わ ら し

ひろさきし

【Ｐ】

むつ市
（1,906人）



UPZ内の医療機関・社会福祉施設等の避難
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 UPZ内にある入院病床を有する医療機関（7施設650床）と社会福祉施設等（58施設1,639人）につい
ては、施設ごとの避難計画を作成済み。

 避難先施設については、「青森県原子力災害に係る避難先施設登録制度」に基づき、避難の受入れ
を行う医療機関及び社会福祉施設をあらかじめ登録。原子力災害が発生した場合、青森県災害対
策本部は、当該登録先施設に入院患者・入所者の受入要請を行い、一時移転等の準備を調整。

※1 基本的には、同種の施設間で避難を実施
※2 施設数、人数については、平成●年●月●日現在

＜UPZ外（青森市、弘前市等） ＞＜UPZ内＞

施設区分 施設等数
入院定床・
入所定数

医療機関 7 650人

社会福祉施設等 58 1,639人

高齢者施設等 38 1,349人

障害児(者)入所施設等 20 290人

受入
施設数

受入
可能人数

●● ●●人

●● ●●人

●● ●●人

●● ●●人

受入先調整
（県災害対策本部）

合 計 65 2,289人 ●● ●●人

【Ｐ】

【Ｐ】

【Ｐ】



避難先の市町村
避難元の市町村

① UPZ内の医療機関・社会福祉施設等（避難元病院等）は、東通原子力

発電所で異常事象が発生又はそのおそれがあるという情報を入手し
た時点で、施設内に管理者を本部長とする応急対策本部を設置し、
一時移転等に備えた準備を開始。

② 避難元の市町村災害対策本部は、原子力災害対策本部から受けた
一時移転等の指示を避難元病院等に伝達するとともに、入院患者・
入所者等に関する基本情報を把握し、県の災害対策本部に伝達。

③ 県の災害対策本部は、避難先の市町災害対策本部と連絡調整する
とともに関係機関の協力を得て、あらかじめ避難先として登録されて
いる医療機関・社会福祉施設等（避難先病院等）に対し入院患者・入
所者の受入を要請し、一時移転等の準備を調整。

④ 県の災害対策本部は、避難元の市町村災害対策本部を通じ、避難元
病院等に対し、受入先となる避難先病院等を連絡。

⑤ 避難元病院等は、指示に基づき、避難行動を開始。

UPZ内の医療機関・社会福祉施設の受入先確保のための調整ｽｷｰﾑ
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 一時移転等の防護措置が必要となった場合、青森県災害対策本部は、あらかじめ避難先として登
録されている青森市内等の医療機関・社会福祉施設等に入院患者・入所者の受入を要請。具体的
な受入の協議を行ったうえ、避難元の医療機関・社会福祉施設等に連絡し、一時移転等を実施。

一時移転等のﾌﾛｰ

⑧避難の実施

避難先

⑤受入の
可否を
連絡

②避難者の報告、
支援の要請

④受入要請

青森県災害対策本部

【Ｐ】

【Ｐ】

社会福祉施設医療機関 社会福祉施設医療機関

①避難者の把握

避難元

③避難に関する
連絡調整

⑥具体的
な受入
協議

⑦具体的な避難
方法等に関す
る連絡調整




